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現
在
、
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
寄
付
の
機
運
が
高
ま
り
、
数
多
く
の
ご
厚
志
が
集
ま
っ
て
い
る
。
私
自
身
、
そ
の
動
き
を
最

大
限
支
援
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
前
提
に
立
ち
、
税
制
の
あ
り
方
に
疑
問
を
持
つ
所
が
あ
る
た
め
、
本
質
問
主
意
書
を

提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
活
用
し
て
、
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
寄
付
を
募
集
し
て
い
る
地
方
自
治
体
が
あ
る
。
こ
の
場

合
、
原
則
と
し
て
自
己
負
担
額
の
二
千
円
を
除
い
た
全
額
が
税
控
除
の
対
象
と
な
る
。 

 

他
方
、
一
部
の
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
寄
付
は
特
定
寄
付
金
と
な
り
、
所
得
税
法
上
の
寄
付

金
控
除
の
対
象
と
な
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ず
る
こ
と
を
問
題
だ
と
思
わ
な
い
か
。 

二 

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
を
行
う
場
合
、
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号
第
二
条
第
二
号

の
ル
ー
ル
は
適
用
が
あ
る
の
か
。 

三 

あ
る
場
合
、
寄
付
金
の
額
の
合
計
額
の
内
、
最
大
二
割
に
相
当
す
る
額
が
、
募
集
に
要
し
た
費
用
の
額
と
し
て
、
例
え
ば



 

２ 

 

広
報
、
決
済
等
、
事
務
に
従
事
す
る
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
と
い
う
寄
付
の
性
質
上
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
特
段
問
題
は
無
い
と
考
え
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


